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社会福祉法人 信和会 

職 員 給 与 規 程 
(目 的) 

第１条 この規程は、社会福祉法人 信和会就業規則(以下「規則」という。) 第３１条

の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

(給与の種類) 

第２条 職員の給与は、基本給及び下記に定める手当並びに退職金とする。 

 
（賃金の支払形態） 

第３条 管理職の賃金は完全月給制とする。ただし、業務上及び私傷病等により休業し、

当該休業日について社会保険から補償される場合については日給月給制とする。 

２ その他の職員については日給月給制とする。ただし、規則第２０条に規定する休日、

規則第２４条に規定する年次有給休暇である場合及びその他勤務しない事につき理

事長の承認があった場合を除き、勤務しない時間、日につき第２条に規定する賃金

を減額して支給する。 

 
（基本給） 

第４条 職員に適用する基本給は、次に揚げるとおりとする。

俸級表 （別表第１） 

 

（初任給等） 

第５条 新たに給与の適用を受ける職員となった者のステージ給は、昇格制度表に定めると

おりとする。 

２ 新たに職員となった者が経験年数を有するときは、前項の規定によるステージ給に

経験年数を加味して、賃金を支給する。 

 
（賃金の改定） 

第６条 職員が現に受けているステージ給を受けるに至ったときから１２ヶ月に期間を下ら

ない期間を良好な成績で勤務したときは、１ステージ上位のステージ給に昇給させ

ることができる。 

２ 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、理事会の承認を得て、前項に規

定する期間を短縮し若しくは現に受けているステージ給より２ステージ以上上位の

ステージ給へ昇給させ、又はいずれをも併せて行うことができる。 

３ 前２項の規定による昇給の時期は、４月１日とし、基本給について行うものとする。

ただし、法人の業績の著しい低下その他止むを得ない事由がある場合には、この限

りでない。 

４ 第 1 項及び第２項の規定にかかわらず、原則として職員（管理者を除く）が５５ 歳

に達した日以後最初に到来する４月１日以降昇給しない。 
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（昇 格） 

第７条 職員は、別表１の昇格制度表により現に格付けされているステージの１ステージ上

位に昇格させることができる。 

２ 職員を昇格させた場合におけるその者のステージ給は、次の各号に定めるステージ

給とする。 

(１) 昇給したその日の前日に受けていた基本月額が、昇格したステージにおける最低のス

テージ給の額に達しないときにはそのステージにおける最低のステージ給 

(２) 昇格した日の前日に受けていた基本月額が、昇給しステージ級に同じ額があるときは

その額のステージ給 

(３) 昇格した日の前日に受けていた基本月額が、昇格したステージに同じ額がないときに

は直近上位の額のステージ給 

 
（降 格） 

第８条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に定める号給とする。 

(１) 降格した日の前日に受けていた基本月額が、降格した級における号給のうちにあると

きは、その号給 

(２) 降格した日の前日に受けていた基本月額が、降格した級における最高の号給の額に達

せず、かつ、降格した級における号給のうちにないときには、当該基本月額の直近下

位の額の号給 

 (３) 降格した日の前日に受け基本月額が、降格した級における最高の号給の額を超えてい

るときは、その級における最高の号給 

 
（賃金の計算期間及び支給日） 

第９条 賃金の計算期間は当月の１日から当月の末日までとし、賃金の支給日は翌月１５ 

日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日に

おいて、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。 

２ 新たに職員になった者には、その日から賃金を支給し、昇給、降給等により賃金

額に異動を生じた者には、その日から新たに定めた賃金を支給する。 

３ 職員が離職したときは、その日まで賃金を支給する。 

４ 職員が死亡したときは、その日まで賃金を支給する。 

５ 第２項又は第３項の規定により賃金を支給する場合であって、第１項に規定する期

間の初日又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その賃金額はその

期間の現日数から勤務を要にしない日の日数を差し引いた日数を基準として、日

割りによって計算する。 

 
（賃金の支払いと控除） 

第１０条 賃金は、職員に対し通貨で直接その全額を支払う。ただし、職員が希望した場

合はその指定する金融機関の口座又は証券総合口座に振り込むことにより賃金を



- 3 -  

支払うものとする。 

２ 次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。 

① 源泉徴収税 

② 住民税 

③ 健康保険（介護保険を含む）及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分 

④ 雇用保険の保険料の被保険者負担分 

⑤ 職員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの 
 
 

（役職手当） 

第１１条 役職手当は、総施設長、施設長、副施設長、事務長に支給する。 

２ 役職手当の月額は、基本給に次の率を乗じて得た額とする。 
 
 

職 名 支給率％ 

総施設長 ５０ 

施設長 ３０ 

副施設長 ２０ 

事務長 １０ 

 

（管理職手当） 

第１２条 管理職手当は、管理者・課長に下記のとおり支給する。 

 

 

 

 

 

 

（子育て支援手当） 

第１３条  子育て支援手当は、次に掲げる職員に子1人につき５，０００円を支給する。 

① 子育て支援手当受給申請書を提出すること。 

        ② 対象となる子は、同一世帯で生活しており、０歳から１８歳以後の最初の３月

３１日までの子であること。 

③ 社会保険加入者で入職後６か月が経過している職員であること。 

④ 学校に通学している確認書類（学生証等）のコピーを提出すること。小学生に

関しては、通知表の表紙のコピーまたはそれに準ずる書類。保育園・幼稚園児に

ついては、在園証明書または保育所等利用承諾書を添付すること。保育園・幼稚

園通園前の子に関しては、提出不要。子育て支援手当での１５歳から１８歳の範

囲は高等学校または専門学校など学校教育を受けている子に限る。高等学校また

は専門学校を卒業した場合、支給は停止となる。年度途中で対象から外れる場合

は、必ず申告すること。 

 
２ 長期休暇時や欠勤が続いた時、勤務状況に問題があった場合など、予告なく支

給を停止する場合がある。 

 

役職名 月額 

管理者 １０，０００円 

課長 １０，０００円 
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（住居手当） 

第１４条 住居手当は、自ら居住するために住宅を借り受け、月額３０，０００円を超え

る家賃を支払っている世帯主かつ単身住まいの職員に支給する。婚姻等により単

身住まいでなくなった職員には支給しない。 

２ 住居手当の月額は、一律１５,０００円とする。 

３ 新たに第１項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備してい

ることを証明する書類を添付して、その居住の事情、住宅の所有関係等を速やか

に理事長に届け出なければならない。住居手当を受けている住宅、家賃の額、住

宅の所有関係に変更があった場合についても、同様とする。 

４ 同居人等がいるにもかかわらず、虚偽の届出をし、不正に本手当の支給を受け

ていた場合は、懲戒処分等を課す場合がある。 

５ 平均して週４日以上勤務している職員に支給する。 

６ 賃金計算期間の途中において、住居手当の支給または、その額を変更すべき事

由が発生した場合には、その事実の生じた日の属する賃金計算期間の次の賃金計

算期間から当該手当を支給し、またはその額を変更するとし、日割り支給はしな

い。 

 

（通勤手当） 

第１５条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

① 電車、バス等公共的交通機関を利用して通勤する者 

法人が認める最短順路により計算した定期代実費。ただし、２０,０００円を上

限とする。 

② 自家用車等で通勤する者には、法人は認める最短順路により計測した自宅法

人間の距離により別表第３に掲げる額。 

前項各号において自宅法人間の距離が片道２キロメートル未満の者には支給し

ない。 

 
（資格手当） 

第１６条  職員のうち、専門職（介護福祉士、介護支援専門員等）に該当する者に対し下

記に定める資格手当を支給する。ただし資格に関係する職務に就いている場合

に限る。資格を複数保有する者は、最も高額な手当のみ支給する。 

 

資格名 月 額 資格名 月 額 

社会福祉士 １０，０００円 正看護師 １５，０００円 

介護福祉士 ５，０００円 准看護師 １０，０００円 

介護支援専門員 １５，０００円 保育士 ５，０００円 

社会福祉主事 ３，０００円  
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２ 事務職員のうち、該当する資格を保有する者に対し下記に定める資格手当を支給

する。社会保険労務士資格や中小企業診断士資格を保有する者にも、資格手当を支

給する場合がある。 

 

資格名 月 額 資格名 月 額 

日本商工会議所簿

記検定２級以上 

３，０００円 ２級ファイナンシ

ャル・プランニン

グ技能士以上 

３，０００円 

   

  ３ 本手当の支給を受ける場合は、資格証の提出を必須とする。資格証の提出がない場

合は、本手当の支給対象とならない。 

４  虚偽の届出をし、不正に本手当の支給を受けていた場合は、懲戒処分等を課す場

合がある。 

５ 平均して週４日以上勤務している職員に支給する。 

６ 賃金計算期間の途中において、資格手当の支給または、その額を変更すべき事由

が発生した場合には、その事実の生じた日の属する賃金計算期間の次の賃金計算期

間から当該手当を支給し、またはその額を変更するとし、日割り支給はしない。 

 

（宿直手当） 

第１７条 宿直勤務を命じられた職員には、その勤務１回につき４，８００円を宿直手当

として支給する。 

 
（夜勤手当） 

第１８条  夜間勤務を命ぜられた職員は、その勤務１回につき次の額を夜勤手当として 

支給する。 

 

業務     回 

夜 勤 ３，０００円 

準夜勤 ２，０００円 

２ 新入職及び配置換えに際し、見習いでの上記勤務における手当は支給しない。 

 

（時間外勤務割増賃金、休日勤務割増賃金、深夜勤割増賃金） 

第１９条  正規の勤務時間を越えて又は休日に勤務した場合には時間外勤務割増賃金又は

休日勤務割増賃金を、深夜（午後１０時から午前５時までの間。）において勤務

した場合には深夜勤務割増賃金をそれぞれ次の計算により支給する。 

 

時間外勤務 

割 増 賃 金 

     基本給+管理職手当＋役職手当+資格手当  

１か月平均所定勤務時間 

 

１ ． ２５ × 時間外勤務時間数 
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休 日 勤 務 

割 増 賃 金 

     基本給+管理職手当＋役職手当+資格手当  

１か月平均所定勤務時間 

 

１ ． ３ ５ × 休日勤務時間数 

深 夜 勤 務 

割 増 賃 金 

     基本給+管理職手当＋役職手当+資格手当  

１か月平均所定勤務時間 

 

０ ． ２ ５ × 深夜勤務時間数 

２ 正規の勤務時間を越えて、又は休日に出勤した時間が深夜に及んだ場合は、そ

れぞれ、時間外勤務割増賃金又は休日勤務割増賃金と深夜勤務割増賃金を合計

した割増賃金を支給する。 

 
（勤務１時間あたりの給与額及び日額の算出） 

第２０条  次の計算式により不就労控除に用いる勤務１時間あたりの給与額（日額）を算

出する。 

  基本給＋管理職手当＋役職手当＋資格手当     

１か月平均就労時間（１７２時間） 
 
 

時間額 × １日所定就労時間数 ＝ 日 額 

時間

（期末手当） 

第２１条 期末手当は、７月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）それぞれ在職 

する職員に対し法人の業績に著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、

支給時期を延期し、又は支給しないことがある。 

２ 前項の期末手当の額は、法人の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人 

ごとに決定する。ただし、６ヶ月以上在籍する者に支給する。 
 
 

（休業手当） 

第２２条 職員が法人の責に帰すべき事由により休業した場合は、休業１日につき、平均賃

金の１００分の６０を支給する。 

 

（正月手当） 

第２３条 正月手当は、１２月３０日から１月３日の間に勤務を命じられた職員は、その勤

務１回につき次の額を正月手当として支給する。 

 

業務     回 

日 勤  ２，０００円 

夜 勤  ３，０００円 

 

２ 半日以下の短時間勤務や、遅刻早退した場合等で支給しないことがある。 

 

 

（介護職員処遇改善支援補助金手当） 

第２４条 介護職員処遇改善支援補助金手当は、介護職員処遇改善支援補助金（令和４年
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１０月以降は新たな処遇改善加算）を原資として支給する。支給額は、正職員及

び準職員とも個別に決定した上で支給する。支給額については、交付額の変動が

予想されることから、適宜見直しを行うことができる。 

 

２ 交付額に不足が出た場合は処遇改善加算の一部を原資とすることができる。 

 

３ 交付額が余った場合には、一時金として交付額を上回るように支給するものと

する。 

 

４ 平均して週３日以上勤務している職員を支給対象とする。 

 

５ 介護職員以外の職員に手当を支給する場合がある。 

 

６ 長期休暇や勤務態度等により、予告なく支給しない場合がある。 

 

（保育士等処遇改善臨時手当） 

第２５条 保育士等処遇改善臨時手当は、保育士等処遇改善臨時加算を原資として支給す

る。支給額は、正職員及び準職員とも個別に決定した上で支給する。支給額につい

ては、交付額の変動が予想されることから、適宜見直しを行うことができる。 

 

２ 交付額が余った場合には、一時金として交付額を上回るように支給するものと

する。 

 

３ 平均して週３日以上勤務している職員を支給対象とする。 

 

４ 保育士以外の職員に手当を支給する場合がある。 

 

５ 長期休暇や勤務態度等により、予告なく支給しない場合がある。 

 

（オンコール手当） 

第２６条 オンコール手当は、訪問看護事業所の業務に従事する看護職員であって、自宅で電

話待機をした際に、１回につき２，５００円を支給する。 

 

（待機手当） 

第２７条 待機手当は、訪問看護事業所の業務に従事する看護職員であって、利用者の緊急の

要請に応えるための待機をした際に、１回につき待機手当５，０００円を支給する。 

 

（出動手当） 

第２８条 出動手当は、第２７条の規定に基づき、待機中に出動した際、１回につき出動手当

１，０００円を支給する。 

 

（スクール手当） 

第２９条 スクール手当は、ローヴァーズ株式会社が運営する児童及び幼児向けのスクールに、

職員の子息または息女を通わせる場合、月会費を支給する。 

 

（適用除外） 

第３０条 第１８条及び１９条（深夜割増賃金に関する定めを除く。）の規定は第３条第 

１項に規定する職にある職員には適用しない。 
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（休暇等の賃金） 

第３１条 年次有給休暇の時期は、所定労働時間労働した時に支払われる通常の賃金を支給

する。 

２ 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育

児・介護休業、育児時間、生理日の休暇の期間、特別休暇は、無給とする。 

 
（休職者の賃金） 

第３２条 職員が結核性疾病その他、心身の故障のため規則第１０条第１号の規定により休

職されたときは、その休職の期間満了に達するまでは、これに基本給、扶養手当、

住居手当、資格手当及び期末手当のそれぞれの１００分の６０を支給することが

できる。 

２ 職員が規則第１０条第２号の規定により休職されたときは、その休職の期間中こ

れに基本給、扶養手当、住居手当及び資格手当それぞれの１００分の６０を支給

することができる。 

３ 前項１、２において、傷病手当金が支給される期間においては支給しない。 
 
 

（退職手当の支給等） 

第３３条 この規定による退職手当は、法人に雇用される職員が退職した場合、その者 

（死亡による退職の場合はその遺族）に支給する。 

２ 退職手当は、社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和３６年法律第１５５ 

号）(以下「共済法」という)に基づく退職手当を独立行政法人福祉医療機構により

支給する。ただし、平成１８年４月１日以降に雇用された職員については、中小企

業退職金共済制度に基づく退職金を独立行政法人労働者退職金共済機構により支給

する。 

３ 退職手当の必要な掛け金及び支給額等は、各々制度による共済法の定めると

ころによる。 

４ 各々制度への加入は、正職員として勤続３年以上経過した者に限る。ただ

し、勤務態度等により各々制度への加入を延期する場合がある。 

 
（端数の処理） 

第３４条 この規定に定めところによる給与計算において４９銭以下の端数を生じたと 
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きはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満が生じたときはこれを１円に切り上

げるものとする。 

 
（細 則） 

第３５条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 
 

 

附則 
 

平成１７年  ２月２１日 制定 

平成１８年  ３月 １日 改定 

平成２０年  ３月２１日 改定 

平成２０年  ４月２１日 改定 

平成２０年  ９月２１日 改定 

平成２５年  ８月２１日 改定 

平成２７年  ６月 １日 改定 

平成２８年  ３月 １日 改定 

令和 ４年  ３月 １日 改定 

令和  ４年  ４月 １日 改定 

令和 ５年  ４月  １日 改定 

令和 ６年  ２月  １日 改定 


